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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鼻と口を覆う大きさからなるマスク本体の内面上部に取り付けられる横長形状のマスク
用緩衝材において、
　ポリオレフィン樹脂１００重量部中にエチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂を７０重量部
以上含む発泡倍率２０～４０倍の架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体からなり、
　前記エチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂が酢酸ビニル含有率５～２５％からなり、
　前記架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体が、架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体を連続
気泡化し、表面にはスキン層が無いものであることを特徴とするマスク用緩衝材。
【請求項２】
　前記架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体の圧縮応力－ひずみ（５０％時、ＪＩＳ　Ｋ　
６７６７準拠）が３～１０ｋＰａであることを特徴とする請求項１に記載のマスク用緩衝
材。
【請求項３】
　前記架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体の通気性（ＪＩＳ　Ｋ　６４００－７　Ｂ法　
サンプル厚み１０ｍｍ）が０～６ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃであることを特徴とする請求項１
または２に記載のマスク用緩衝材。
【請求項４】
　前記架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体は、ＡＳＴＭ　Ｄ　２８５６に準拠した方法に
より測定した独立気泡率が２０％以下であることを特徴とする請求項１から３の何れか一
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項に記載のマスク用緩衝材。
【請求項５】
　前記架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体が、架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体を圧縮
により連続気泡化したものからなることを特徴とする請求項１から４の何れか一項に記載
のマスク用緩衝材。
【請求項６】
　前記横長形状は、両端間の中央部が括れてその両側に膨らみ部を有する形状からなり、
　前記中央部の括れには鼻柱が位置し、
　前記両側の膨らみ部には顔面における鼻の両側が位置し、
　前記膨らみ部は顔面側に膨らんだ形状とされ、前記マスク本体にマスク用緩衝材が取り
付けられたマスクが顔面に装着された際に、鼻の両側で生じるマスク本体と顔面間の隙間
を塞ぐことのできる厚みからなることを特徴とする請求項１から５の何れか一項に記載の
マスク用緩衝材。
【請求項７】
　鼻と口を覆う大きさからなるマスク本体と、前記マスク本体の両側に取り付けられた耳
掛け用紐と、前記マスク本体の内面上部に取り付けられた横長なマスク用緩衝材とからな
るマスクにおいて、
　前記マスク用緩衝材が請求項１から６の何れか一項に記載のマスク用緩衝材からなり、
メガネ装着時には、メガネレンズの曇りを防ぐことができることを特徴とするマスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マスク本体の内面上部に取り付けられるマスク用緩衝材とそのマスク用緩衝
材を取り付けたマスクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、風邪や花粉症の症状、あるいは埃の多い場所での作業等の際に使用されるマスク
は、メガネと共に使用すると、鼻の両側とマスクの間から漏れる呼気がメガネのレンズに
当たって、レンズの曇りを生じる問題がある。
【０００３】
　前記メガネレンズの曇りを抑えるため、マスク本体の内面上部に横長形状のマスク用緩
衝材を取り付けて鼻の両側とマスクの間の隙間を塞ぐことが提案されている。
【０００４】
　しかし、従来のマスク用緩衝材は、特許文献１に記載されているように再生繊維や合成
繊維の不織布で構成され、通気性が良すぎて呼気が通過しやすく、メガネレンズの曇り防
止効果が完全とは言い難かった。また、特許文献２に記載されているマスク用緩衝材は、
その材質が実質的に特定されておらず、ポリエチレンやポリウレタン等のプラスチックの
連通気泡発泡体のスポンジ状の部材や、綿状もしくはガーゼ状の材質のものを加工したも
のが列記されており、緩衝材そのものの通気性については検討されていない。
【０００５】
　また、特許文献１には、マスク用緩衝材を、オレフィン系のプラスチックフォーム、商
品名：ペフ（登録商標、東レ製）で構成した比較例も示されている。しかし、ペフ（登録
商標）は、電子線架橋によって形成されたオレフィン系のプラスチックフォームであるた
め、表面にスキン層を有し、折れ皺を生じやすい。そのため、ペフ（登録商標）で構成さ
れたマスク用緩衝材は、鼻の形状に沿って変形し難く、鼻の両側で顔面との間に隙間を生
じてメガネレンズの曇りを充分に防ぐことができない問題がある。
【０００６】
【特許文献１】実開平６－１５６４８号公報
【特許文献２】特開２００３－２３６０００号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は前記の点に鑑みなされたものであって、メガネと共に使用した場合に、メガネ
レンズの曇り防止効果が高いマスク用緩衝材およびそのマスク用緩衝材を取り付けたマス
クの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　請求項１の発明は、鼻と口を覆う大きさからなるマスク本体の内面上部に取り付けられ
る横長形状のマスク用緩衝材において、ポリオレフィン樹脂１００重量部中にエチレン－
酢酸ビニル共重合体樹脂を７０重量部以上含む発泡倍率２０～４０倍の架橋ポリオレフィ
ン連続気泡発泡体からなり、前記エチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂が酢酸ビニル含有率
５～２５％からなり、前記架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体が、架橋ポリオレフィン独
立気泡発泡体を連続気泡化し、表面にはスキン層が無いものであることを特徴とする。
【０００９】
　請求項２の発明は、請求項１において、前記架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体の圧縮
応力－ひずみ（５０％時、ＪＩＳ　Ｋ　６７６７準拠）が３～１０ｋＰａであることを特
徴とする。
【００１０】
　請求項３の発明は、請求項１または２において、前記架橋ポリオレフィン連続気泡発泡
体の通気性（ＪＩＳ　Ｋ　６４００－７　Ｂ法　サンプル厚み１０ｍｍ）が０～６ｃｃ／
ｃｍ２・ｓｅｃであることを特徴とする。
【００１１】
　請求項４の発明は、請求項１から３の何れか一項において、前記架橋ポリオレフィン連
続気泡発泡体は、ＡＳＴＭ　Ｄ　２８５６に準拠した方法により測定した独立気泡率が２
０％以下であることを特徴とする。
【００１２】
　請求項５の発明は、請求項１から４の何れか一項において、前記架橋ポリオレフィン連
続気泡発泡体が、架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体を圧縮により連続気泡化したものか
らなることを特徴とする。
【００１３】
　請求項６の発明は、請求項１から５の何れか一項において、前記横長形状は、両端間の
中央部が括れてその両側に膨らみ部を有する形状からなり、前記中央部の括れには鼻柱が
位置し、前記両側の膨らみ部には顔面における鼻の両側が位置し、前記膨らみ部は顔面側
に膨らんだ形状とされ、前記マスク本体にマスク用緩衝材が取り付けられたマスクが顔面
に装着された際に、鼻の両側で生じるマスク本体と顔面間の隙間を塞ぐことのできる厚み
からなることを特徴とする。
【００１４】
　請求項７の発明は、鼻と口を覆う大きさからなるマスク本体と、前記マスク本体の両側
に取り付けられた耳掛け用紐と、前記マスク本体の内面上部に取り付けられた横長なマス
ク用緩衝材とからなるマスクにおいて、前記マスク用緩衝材が請求項１から６の何れか一
項に記載のマスク用緩衝材からなり、メガネ装着時には、メガネレンズの曇りを防ぐこと
ができることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明のマスク用緩衝材は、ポリオレフィン樹脂１００重量部中にエチレン－酢酸ビニ
ル共重合体樹脂を７０重量部以上含む架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体からなるため、
表面にはスキン層が無く、柔軟性が良好で鼻の形状に沿って変形しやすく、鼻の両側で顔
面との間に隙間を生じ難くなることから、マスク用緩衝材と顔面との隙間から漏れる呼気
によってメガネレンズが曇るのを防ぐことができる。しかもポリオレフィン樹脂１００重
量部中にエチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂を７０重量部以上含む架橋ポリオレフィン連
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続気泡発泡体は、再生繊維や合成繊維の不織布、あるいはポリエチレンやポリウレタン等
の連通気泡発泡体に比べ、適度な通気性を有することから、本発明のマスク用緩衝材は、
効果的にメガネレンズの曇りを防ぐことができる。
【００１６】
　本発明のマスクは、マスク本体の内面上部に取り付けられる横長なマスク用緩衝材が、
樹脂成分１００重量部中にエチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂を７０重量部以上含む連続
気泡架橋ポリオレフィン発泡体からなるため、マスクを顔面に装着した際にマスク用緩衝
材が鼻の形状に沿って変形しやすく、鼻の両側で隙間を生じ難いのでマスク用緩衝材と鼻
の両側の顔面から漏れる呼気によってメガネが曇るのを防ぐ効果が高い。しかも、ポリオ
レフィン樹脂１００重量部中にエチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂を７０重量部以上含む
架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体は、再生繊維や合成繊維の不織布、あるいはポリエチ
レンやポリウレタン等の連通気泡発泡体に比べ、適度な通気性を有することから、マスク
用緩衝材によって効果的にメガネレンズの曇りを防ぐことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について説明する。図１は本発明の一実施例に係るマスクの外
面側を示す図、図２は同実施例に係るマスクの内面側を示す図、図３は同実施例に係るマ
スクを上から見た図である。
【００１８】
　図１～図３に示すマスク１０は、マスク本体１１と、耳掛け用紐２１と、マスク用緩衝
材３１とよりなり、風邪や花粉症、あるいは埃の多い場所での作業等の際に使用されるも
のである。
【００１９】
　マスク本体１１は、通気性材質からなって鼻と口を覆う大きさからなる。通気性材質と
しては、不織布やガーゼ等、適宜のものが用いられる。前記マスク本体１１は、略長方形
からなり、図示のように鼻の位置となる中央部が盛り上がった形状や、盛り上がりの無い
平面形状等、適宜の形状とされる。
【００２０】
　耳掛け用紐２１は、前記マスク本体１１の左右両側にそれぞれ設けられ、耳に掛けるこ
とによりマスク１０を顔面に装着できるようになっている。前記耳掛け用紐２１は、ゴム
等のように伸縮性を有するものが好ましい。
【００２１】
　マスク用緩衝材３１は、横長形状からなり、前記マスク本体１１の内面上部（すなわち
顔面側上部）に接着剤や熱融着等で取り付けられる。前記横長形状は、両端間の中央部３
２が括れてその両側に膨らみ部３３を有する形状が好ましい。前記中央部３２の括れは鼻
柱が位置する部分に相当し、一方、両側の膨らみ部３３は顔面における鼻の両側が位置す
る部分に相当する。なお、前記膨らみ部３３は顔面側に膨らんだ形状とされ、前記マスク
１０を顔面に装着した際に、鼻の両側で生じるマスク本体１１と顔面間の隙間を塞ぐこと
のできる厚みとされている。前記マスク用緩衝材３１を中央部３２の捻れと、その両側の
膨らみ部３３を有する横長形状としたことにより、前記マスク１０を顔面に装着した際に
、前記マスク用緩衝材３１が鼻柱およびその両側で顔面と良好に密着し、顔面とマスク用
緩衝材３１との間に隙間を一層生じ難くできる。
【００２２】
　前記マスク用緩衝材３１は、ポリオレフィン樹脂１００重量部中にエチレン－酢酸ビニ
ル共重合体樹脂を７０重量部以上含む架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体からなる。前記
エチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂を７０重量部以上とすることにより、前記マスク用緩
衝材３１が柔軟性および弾性に富んだものとなり、マスク用緩衝材３１が鼻に沿って変形
し易くなる。前記エチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂は、酢酸ビニル含有率が５～２５％
（ｍ／ｍ）のものが好ましい。酢酸ビニル含有率が５％（ｍ／ｍ）未満の場合には発泡体
が硬くなり、肌触りが悪くなる。一方２５％（ｍ／ｍ）を超える場合には耐熱性が悪くな
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り、使用環境等によっては変形をおこしやすくなる。前記酢酸ビニルのより好ましい含有
率は１０～２０％（ｍ／ｍ）である。
【００２３】
　前記エチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂を７０～１００重量部未満とした場合にポリオ
レフィン樹脂に含まれる他のポリオレフィン樹脂としては、低密度ポリエチレン（ＬＤＰ
Ｅ）、高密度ポリエチレン（ＨＤＰＥ）、エチレン－プロピレン共重合体、エチレン－ブ
テン共重合体、エチレンとメチル、エチル、プロピル若しくはブチルの各アクリル酸エス
テルとの共重合体、又はこれらの塩素化物、あるいはそれらの混合物、さらにはそれらと
アイソタクチックポリプロピレン若しくはアタクチックポリプロピレンの混合物等を挙げ
ることができる。それらの中でも、柔軟性などの点から低密度ポリエチレンが好ましい。
なお、本発明における架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体は、ＡＳＴＭ　Ｄ　２８５６に
準拠した方法により測定した独立気泡率が２０％以下、すなわち連続気泡率が８０％以上
のものをいう。
【００２４】
　前記マスク用緩衝材３１を構成する架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体の通気性（ＪＩ
Ｓ　Ｋ　６４００－７　Ｂ法　サンプル厚み１０ｍｍ）は０～６ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃ、
圧縮応力－ひずみ（５０％時、ＪＩＳ　Ｋ　６７６７準拠）は３～１０ｋＰａが好ましい
。通気性が６ｃｃ／ｃｍ２・ｓｅｃより高い場合、呼気が通過し易くなってメガネレンズ
の曇り防止効果が得がたくなる。一方、通気がない場合は、上記規格による通気度測定の
検出限界を下回っている程度の通気性を示しており、この発明に示す架橋ポリオレフィン
発泡体を連続気泡とする加工を施したものであれば制限なく使用できる。また、圧縮応力
－ひずみ（５０％時）が３ｋＰａ未満の場合、人肌に密着する力が弱く、隙間から呼気が
漏れるようになる。一方、１０ｋＰａを超える場合、硬くて追従性に劣り、人肌との間に
隙間を生じるようになる。
【００２５】
　前記架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体は、発泡倍率２０～４０倍の架橋ポリオレフィ
ン独立気泡発泡体を物理的な圧縮で破泡（気泡を破壊）させて連続気泡化したものが好ま
しい。発泡倍率が２０倍未満の場合、前記マスク用緩衝材３１が柔軟性および弾性に劣る
ものとなり、一方、発泡倍率が４０倍を超える場合、製造が難しくなる。
【００２６】
　前記発泡倍率２０～４０倍の架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体は、公知の二段発泡に
より製造される。二段発泡による架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体の製造は、前記ポリ
オレフィン樹脂の他に架橋剤、発泡剤、および適宜添加される配合剤を含む樹脂原料を用
い、混練工程、二段発泡工程によって行われる。なお、発泡倍率は、ＪＩＳ　Ｋ　６７６
７－１９９９　付属書１に記載された方法で測定した見掛け密度の逆数からなる。
【００２７】
　架橋剤としては、従来、架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体の発泡に使用されている公
知のものが用いられる。例えば、ジクミルパーオキサイド、２，５－ジメチル－２，５－
ビス－ターシャリーブチルパーオキシヘキサン、１，３－ビス－ターシャリーパーオキシ
－イソプロピルベンゼンなどの有機過酸化物等を挙げることができる。前記架橋剤の配合
量は、通常、ポリオレフィン樹脂１００重量部に対し０．５～１．３重量部である。
【００２８】
　発泡剤としては、加熱により分解してガスを発生するものが用いられ、特に制限される
ものではない。例えばアゾジカルボンアミド、２，２’－アゾビスイソブチロニトリル、
ジアゾアミノベンゼン、ベンゼンスルホニルヒドラジド、ベンゼン－１，３－スルホニル
ヒドラジド、ジフェニルオキシド－４，４’－ジスルフォニルヒドラジド、４，４’－オ
キシビスベンゼンスルフォニルヒドラジド、パラトルエンスルフォニルヒドラジド、Ｎ，
Ｎ’－ジニトロソペンタメチレンテトラミン、Ｎ，Ｎ’－ジニトロソ－Ｎ，Ｎ’－ジメチ
ルフタルアミド、テレフタルアジド、ｐ－ｔ－ブチルベンズアジド、重炭酸ナトリウム、
重炭酸アンモニウム等の一種又は二種以上が用いられる。特にアゾジカルボンアミド、４
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，４’－オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジドが好適である。添加量としては、通常
、ポリオレフィン樹脂１００重量部に対して２～３０重量部とされる。
【００２９】
、
　適宜添加される配合剤としては、発泡助剤、充填剤等がある。発泡助剤としては、尿素
を主成分とする化合物、酸化亜鉛、酸化鉛等の金属酸化物、低級若しくは高級脂肪酸、低
級若しくは高級脂肪酸の金属塩等を挙げることができる。また充填剤としては、滑剤や顔
料等が挙げられる。
【００３０】
　混練工程では、前記ポリオレフィン樹脂、架橋剤、発泡剤等の配合物をニーダーやロー
ルで混練して混練物とする。
【００３１】
　二段発泡工程では、前記混練物を、公知の架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体の製造に
用いられる二段発泡方法にしたがい、密閉式の一次発泡金型に充填し、加圧下加熱して架
橋剤および発泡剤の一部を分解し、その後除圧することにより一次発泡（一次膨張）させ
て一次発泡体（中間発泡体）を形成する。次に前記一次発泡体（中間発泡体）を常圧で加
熱して二次発泡（二次膨張）させ、所望の発泡倍率からなる架橋ポリオレフィン独立気泡
発泡体を得る。二段発泡では発泡倍率の高い架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体を一度に
発泡させず、二段階に分けて順次発泡させるため、得られる発泡体に急激な発泡による割
れ等を生じることがなく、品質のよい架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体を得ることがで
きる。本発明では、架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体の発泡倍率が２０～４０倍と高い
ため、二段発泡により発泡させるのが好ましい。
【００３２】
　前記二段発泡後の架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体に対して連通化工程を行い、物理
的な圧縮により破泡（気泡を破壊）させ、連続気泡化した架橋ポリオレフィン連続気泡発
泡体とする。前記架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体に対する物理的な圧縮は、気泡を物
理的に破壊できる方法であればよく、冷間プレス、熱間プレス、あるいは等速２軸ロール
に通して圧縮する等の方法によって行われる。その際における架橋ポリオレフィン独立気
泡発泡体の圧縮程度は、架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体の気泡を破壊できる圧縮程度
であればよく、特に限定されない。一般的には、圧縮前の元厚に対して１／２～１／５程
度となるように圧縮される。
【００３３】
　前記物理的な圧縮により連通化した架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体は、打ち抜きや
切り出しおよび研磨等により、所望の横長形状のマスク用緩衝材、例えば前記中央部３２
が括れて両側に膨らみ部３３を有する横長形状のマスク用緩衝材３１とされる。
【実施例】
【００３４】
　以下、本発明の実施例について、比較例とともに具体的に説明する。表１の配合からな
る樹脂原料９００ｇを１Ｌニーダー・８ｉｎｃｈロールの順で混練りして混練物とし、こ
の混練物を、深さ３０ｍｍ、幅１７０ｍｍ、長さ１７０ｍｍの収容空間を有する一次発泡
金型に密閉し、加圧下４０分加熱し、その後除圧することにより一次発泡させて一次発泡
体を得た。次に、前記一次発泡体を、常圧下１６０℃で１００分加熱することにより二次
発泡させ、その後冷却して架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体を得た。
【００３５】
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【表１】

【００３６】
　表１のエチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂１は、酢酸ビニル含有率１４％（ｍ／ｍ）、
品番：エバフレックス　Ｐ－１４０３、三井・デュポンポリケミカル株式会社製、エチレ
ン－酢酸ビニル共重合体樹脂２は、酢酸ビニル含有率２５％（ｍ／ｍ）、品番：エバフレ
ックス　Ｐ－２５０５、三井・デュポンポリケミカル株式会社製、エチレン－酢酸ビニル
共重合体樹脂３は、酢酸ビニル含有率６％（ｍ／ｍ）、品番：ウルトラセン５１１Ｆ、東
ソー株式会社製、エチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂４は、酢酸ビニル含有率２８％（ｍ
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／ｍ）、品番：エバフレックス　Ｐ－２８０５、三井・デュポンポリケミカル株式会社製
、低密度ポリエチレンは品番：ペトロセン１７０、東ソー株式会社製、発泡剤はアゾジカ
ルボンアミド、品番：ビニホールＡＣ＃３、永和化成工業株式会社製、発泡助剤１は酸化
亜鉛二種、堺化学株式会社製、発泡助剤２は尿素、品番：セルペースト１０、永和化成工
業株式会社製、架橋剤はジクミルパーオキサイド、化薬アクゾ株式会社製、充填剤は重炭
酸カルシウム、品番：スーパー３Ｓ、丸尾カルシウム株式会社製である。
【００３７】
　このようにして得られた架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体を、１００×４５０×４５
０ｍｍに裁断した後、ロール間隔が２０ｍｍに調整された等速２軸ロールに通して１／５
の厚みに圧縮し、この圧縮を２回行うことによって架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体の
気泡壁を破壊して連通化させ、架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体を得た。このようにし
て得られた架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体に対して見掛け密度（ＪＩＳ　Ｋ　６７６
７準拠）、発泡倍率（見掛け密度の逆数）、圧縮応力－ひずみ（５０％時、ＪＩＳ　Ｋ　
６７６７準拠）、通気性（ＪＩＳ　Ｋ　６４００－７　Ｂ法　サンプル厚み１０ｍｍ）を
測定した。結果は表１の下部に示すとおりである。
【００３８】
　各実施例および各比較例の架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体から打ち抜き加工により
、図１～図３に示すマスク用緩衝材３１を、長さ１２０ｍｍ、高さ１０ｍｍ、中央部３２
の括れ部分の厚み２ｍｍ、両側の膨らみ部３３の厚み１５ｍｍとして形成した。これによ
り得られたマスク用緩衝材３１を、図１～図３に示したマスク本体１１（両側端部の高さ
９５ｍｍ、中央部の高さ１１５ｍｍ、横方向の長さ１５５ｍｍ、材質：ポリエチレン、ポ
リプロピレン不織布）の内面（顔面側）上端に接着剤で取り付けて、実施例１～６および
比較例１～３のマスクを形成した。なお、マスク本体１１の両側には、それぞれ長さ１５
０ｍｍ、幅６ｍｍのナイロン、ポリウレタン複合材からなる耳掛け用紐２１を、略コの字
状にして接着することにより取り付けた。
【００３９】
　各実施例および各比較例のマスクを、メガネと共にモニターが一日、普段通りに使用し
、メガネレンズに曇りが発生するか否か調べた。その結果、実施例１～６のマスクについ
ては、マスク用緩衝材が鼻柱およびその両側で顔面に密着し、メガネレンズの曇りを防ぐ
ことができた。それに対し、比較例１のマスクでは、メガネレンズに曇りが僅か発生し、
また比較例２および３のマスクはメガネレンズの曇りがはっきり発生した。このことから
、マスク用緩衝材を構成する架橋ポリオレフィン連続気泡発泡体は、ポリオレフィン樹脂
１００重量部中にエチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂を７０重量部以上含むもの、特には
発泡倍率２０～４０倍の架橋ポリオレフィン独立気泡発泡体を圧縮により連続気泡化した
もの、およびエチレン－酢酸ビニル共重合体樹脂に酢酸ビニルを５～２５％含有するもの
が、メガネレンズの曇り防止に最も効果のあることがわかる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の一実施例に係るマスクの外面側を示す図である。
【図２】同実施例に係るマスクの内面側（顔面側）を示す図である。
【図３】同実施例に係るマスクを上から見た図である。
【符号の説明】
【００４１】
　１０　マスク
　１１　マスク本体
　２１　耳掛け用紐
　３１　マスク用緩衝材
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